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IBF ファイル事件 
－データファイルはプログラム著作物に該当しないと認定した事例－ 

山本 隆司 
（事件の通称） 
ＩＢＦファイル仮処分抗告事件 
東京高裁平成四年三月三一日決定（平成三年（ラ）第一四二号仮処分決定抗告事件） 
知的裁集二四巻一号二一八頁 
 
（キーワード） 
プログラム、ＩＢＦファイル、データ・ファイル、創作性 
 
（決定要旨） 
ＩＢＦファイルはメイン・プログラムに読み込まれる組み込み情報を記載した

データ・ファイルにすぎず、電子計算機に対する指令の組み合わせではないか

ら、プログラムに当たらないと認定した。 
 
（事実） 
１．事件の概要 
 Ｘら（債権者・抗告人）はいずれも、コンピュータソフトウエアの開発等を

目的とする会社であり、ＮＥＣ９８０１パーソナル・コンピュータ対応のハー

ドディスク用アプリケーションプログラム管理用ソフトウエア「ＥＯシステム」

を開発した。 
 ＥＯシステムは、ＭＥＮＵ・ＥＸＥファイル、ＩＢＦファイル、ＭＥＮＵ・

ＡＺＭファイル、ＣＯＮＦＩＧ・ＡＺＭファイルなどから構成され、ＩＢＦフ

ァイルは八一個存在する。 
 Ｙら（債務者・被抗告人）は、ＥＯシステムにファイル構成および構造が酷

似する「MET‘S filedriver」を開発し販売した。 
 そこで、Ｘらは、ＩＢＦファイル八一個のうち四二個が「MET’S filedriver」
のＨＣＡファイル四二個に複製されているとして、ＩＢＦファイル四二個に対

する著作権侵害の差止を求めて、東京地方裁判所に仮処分を申し立てた。 
 
２．ＩＢＦファイルの構造 
 ＥＯシステムは、市販のアプリケーションプログラム等のファイルをハード

ディスクに組み込み、右ファイルをメニュー形式で呼び出したり、管理を行っ

たりするプログラムである。ＥＯシステムの中では、ＭＥＮＵ・ＥＸＥファイ

ルが中枢機能を持つプログラムであり、ＩＢＦファイルは、ＭＥＮＵ・ＥＸＥ

ファイルがアプリケーションプログラム等のファイルをハードディスクに組み

込むための指示や情報を記述するものである。ＩＢＦファイルの記述の順序、

各行の機能および各行の記述内容は次のとおりである。 
① Ｄ行 「＊ＡＺ ＭＥＮＵ ＩＢＦ Ｖ１」と記載され、適正なＩＢＦファ

イルであることを表示する行である。 
② タイトル行 アプリケーションプログラム等の組み込みの際にメニューシ
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ステムの管理情報の中に転記され、組み込んだファイルのタイトルとなる行

であって、必ずＩＢＦファイルの二行目に記述される。 
③ デバイス行 デバイスドライバの定義情報を提供する行であって、ＭＳ―Ｄ

ＯＳのシステム起動のためのＣＯＮＦＩＧ・ＳＹＳの「ＤＥＶＩＣＥ＝」で

始まる行と同じ要領で記述される。 
④ 区切りマーク行１ デバイス行とコマンド行とを分離する役割を果たす行

であって、半角文字の「＊」一文字を記述する。 
⑤ コマンド行 組み込み対象のアプリケーションプログラム等の自動実行バ

ッチファイルをＣＯＮＦＩＧ・ＡＺＭファイル中に作成させる行であって、

組み込み対象のアプリケーションプログラム等の自動実行バッチファイル

に相当する記号を、ＭＳ―ＤＯＳのＡＵＴＯＥＸＥＣ・ＢＡＴの場合と同じ

要領で記述する。 
⑥ 区切りマーク行２ コマンド行の終わりを示すものであって、半角文字の

「＊」一文字を記述する。 
⑦ 組み込みメッセージ行 組み込み作業開始前に、作業者に、組み込み対象の

アプリケーションプログラム等を格納したフロッピーディスクの挿入を指

示するメッセージを記述した行である。 
⑧ 組み込み手順行 組み込みにおいて、アプリケーションプログラム等から、

指定したファイルをハードディスク内に作成したサブディレクトリに転送

させる手順を記述した行であって、ＭＳ―ＤＯＳのＣＯＰＹコマンドを用い

たバッチファイルと同じ要領で記述される。 
⑨ 終了マーク行 組み込み手順の終了を宣言する行であって、半角文字の「＊

＊」と記述する。 
 
３．争点 
 Ｙらは、（１）ＩＢＦファイルはデータファイルであって、プログラムには

当たらないからプログラム著作物ではない、（２）ＩＢＦファイルには創作性

がない、また、（３）プログラムの基本構造やプログラム言語が異なるなど類

似性が存在しない、と主張した。 
 
４．原審の判示 
 東京地方裁判所は、（２）の創作性の欠如を認定して、（１）のプログラム

著作物性および（３）の類似性の認定を行わず、Ｘらの請求を退けた（平成３

年２月２７日決定、知的裁集２３巻１号１３８頁）。 
 すなわち、ＩＢＦファイルの表現のうち、①のＩＤ行、④および⑥の区切り

マーク行、ならびに⑨の終了マーク行の表現は、ＭＥＮＵ・ＥＸＥファイルに

よって規定されており、選択の余地がないから、創作性の根拠とすることはで

きないと認定した。また、②のタイトル行、③のデバイス行、および⑤のコマ

ンド行の表現は、組み込み対象のアプリケーションプログラム等によって規定

されており、選択の余地がないから、創作性の根拠とすることはできないと認

定した。さらに、⑦の組み込みメッセージ行の表現は、通常用いられる表現方

法に従って行われ、その選択の幅は極めて狭いので、創作性は認められないと
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認定した。最後に、⑧の組み込み手順行の表現は、選択の余地はあるものの、

ほとんど組み込み対象のアプリケーションプログラム等のファイルの出現順に

従っているから、創作性は認められないと認定した。 
 
５．抗告 
 Ｘらは、ＩＢＦファイルがプログラム著作物であることおよびアプリケーシ

ョンプログラムをハードディスクにインストールする方法・プログラムが各種

存在するのでＩＢＦファイルに創作性が認められることなどを主張して、東京

高裁に抗告した。 
 
（決定理由） 
 抗告審は、プログラム著作物の意義を次のように解釈する。 
 「著作権法第二条第一項第一〇号の二は、プログラムを『電子計算機を機能

させて一つの結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせた

ものとして表現したもの』と定義している。 
 すなわち、著作権法上、プログラムとは、電子計算機に対する指令の組み合

わせであり、それにより電子計算機の作動させるものでなければならない。そ

して、そのようなプログラムで創作性を有するものが、同法第一〇条第一項第

九号の『プログラムの著作物』として、同法の保護を受けるものである。 
 したがって、電子ファイルとして記録媒体に電磁的に記録され、電子計算機

がそれを読み取ることができるようなものであっても、右の機能を有しないも

のはプログラムとはならないものである。」 
 
 つぎに、抗告審は、次のようにデータファイルがプログラム著作物に当たら

ないと論ずる。 
 「電子計算機によるプログラム処理に当たり、あるシステムにおけるプログ

ラムを稼働させ一定の処理をさせるためには、そのプログラムの他、それに処

理情報を与えるデータが必要であるが、システムの効率上、データを本体プロ

グラムとは別個のファイルに記録させることがよく行われる。その場合、該フ

ァイルは、プログラムに読み取られその結果電子計算機によって処理されるも

のではあるが、電子計算機に対する指令の組み合わせを含むものではないので、

著作権法上のプログラムではない。もっとも、用いられるファイルが異なれば

電子計算機の処理結果が異なることになるが、それはファイルに記述されたデ

ータの内容の違いによるものであって、それをもって、データが電子計算機に

指令を与えているということができないことは当然である。それと同様、デー

タを記述するに当たり、プログラム自身が規定した一定の記号又は文字（以下

『記号等』という。）が記述されていれば、プログラムがそれを読み取ってそ

の記号等に意味付けられた処理を行うとしても、それは、プログラムがその記

号等をデータとして読み取り所定の処理を行うものにすぎず、その記号等をも

って電子計算機に対する指令であるということはできない。したがって、また、

そのような記号等が付されたデータをもって、著作権法上のプログラムである

ということはできない。」 
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 その上で、控訴審は、次のように論じて、ＩＢＦファイルはデータファイル

であって、プログラムファイルではないと認定する。 
 「以上の認定事実からすると、ＩＢＦファイルは、ＥＯシステムが各アプリ

ケーションソフトをハードディスクに組み込み処理をするに当たり、ＭＥＮ

Ｕ・ＥＸＥプログラムに読み込まれる組み込み情報（アプリケーションソフト

の名称、デバイス情報等）を記載したものにすぎず、電子計算機に対する指令

の組み合わせではなく、ＩＢＦファイル自体がプログラムとして電子計算機を

機能させてアプリケーションソフトを組み込むものではない。すなわち、ＩＢ

Ｆファイルの記述内容は当該ＥＯシステムにデータとして読み込まれるもので、

単なるデータファイルにすぎないというべきである。 
 ＩＢＦファイルに使われている『ＣＯＰＹ』は、ＭＳ―ＤＯＳの『ＣＯＰＹ』

コマンドと同一の文字であるが、これは単にＭＥＮＵ・ＥＸＥプログラムが規

定した文字であり、ＭＥＮＵ・ＥＸＥプログラムによって読み取られる文字情

報であって、電子計算機を作動させるコマンドではない。その他、『！』、『？』

等の記号も同様であり、単にＭＥＮＵ・ＥＸＥプログラムが規定し、そのプロ

グラム限りで意味を持たせた記号にすぎない。 
 抗告人らは、ＩＢＦファイルは、いくつかのルーチンを経由して最終的には

機械語に変換されて電子計算機に指令を行うものであるとして、著作権法上の

プログラムの要件である電子計算機に対する指令がある旨主張するが、前認定

のところからすると、ＩＢＦファイルは、ＭＥＮＵ・ＥＸＥプログラムに読み

込まれればその役割を終え、それが機械語に変換されるものではないことは明

らかであり、抗告人らのこの主張には理由がない。」 
 
 東京高裁は、以上のように論じて、ＩＢＦファイルがプログラム著作物に該

当しないと認定し、抗告を退けた。 
 
（参照条文） 
著作権法二条一項一〇号の二、一〇条一項九号 
 
（批評） 
一．本決定の問題点 
 本決定は、他の「プログラムに読み取られその結果電子計算機によって処理

されるもの」は『データファイル』であり、「電子計算機に対する指令の組み

合わせを含むものではないので、著作権法上のプログラムではない」という。

すなわち、他のプログラムを介して電子計算機に指令を与えるものはプログラ

ムに当たらず、電子計算機に『直接的に』指令を与えるもののみがプログラム

であると解釈する。 
 しかし、はたしてこのような「直接性」の要件がプログラム著作物として保

護されるために必要か、適切か。また、このようにプログラム著作物の概念を

狭く解するとしても、事件の解決として「プログラム著作物」の該当性を論ず

るだけで適切であったのか。 
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二．プログラムの保護範囲 
１．著作物の範囲 
 著作権法は、著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであって、

文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義し（二条一項一号）、

著作物一般に対する著作権による保護を与えている（六条）。一〇条一項に挙

げる著作物の種類は、「例示」でしかなく、例示されたカテゴリーに属さない

著作物であっても著作権による保護を受ける。 
 
２．プログラムに対する著作権の保護 
 スペース・インベーター・パートⅡ事件東京地裁昭和五七年一二月六日判決

は、次のように論じてプログラムを言語の著作物として著作権の保護を認めた。 
 
 「本件プログラムは、・・・専門的知識を有する第三者に伝達可能な記号語

（アッセンブリ言語）によって、種々の命令及びその他の情報の組み合わせと

して表現されたものであり、・・・また最終的に完成されたプログラムはその

作成者によって個別的な相違が生じるものであることは明らかであるから、本

件プログラムは、その作成者の独自の学術的思想の創作的表現であり、著作権

法上保護される著作物に当たると認められる。」 
 
 昭和六〇年に至り、プログラムが著作権の保護を受けることを法律上明らか

にするために、「プログラム」の定義規定を定め（二条一項一〇号の二）、ま

た著作物に「プログラムの著作物」を例示した（一〇条一項九号）。この改正

においては、プログラムの保護範囲を制限すべき意図は存在しない。 
 他方、日本におけるよりも早く、米国においては、一九八〇年（昭和五五年）

に、プログラムが著作権による保護を受ける著作物であることを認めるよう著

作権法を改正した。その一〇一条において、「コンピュータ・プログラム」は、

「ある一定の結果を得るために、コンピュータにおいて直接または間接に使用

される一組の記述または指令である」と定義されている。 
 また、国際条約において、プログラムを著作権によって保護すべきことが加

盟国に義務づけられている。一九九四年のＴＲＩＰｓ協定においては、「コン

ピュータ・プログラム（ソース・コードのものであるかオブジェクト・コード

のものであるかを問わない。）は、一九七一年のベルヌ条約に定める文学的著

作物として保護される。」と規定し（一〇条一項）、また、一九九六年のＷＩ

ＰＯ著作権条約は、「コンピュータ・プログラムは、ベルヌ条約第二条に定め

る文学的著作物として保護される。その保護は、コンピュータ・プログラムの

表現の方法又は形式のいかんを問わず与えられる。」と規定する（四条）。 
 
３．プログラムの概念と直接性の要件 
 著作権法二条一項一〇号の二は、プログラムを「電子計算機を機能させて一

つの結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとし

て表現したもの」と定義している。この定義規定からは、他のプログラムを介
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さず直接に電子計算機に指令を与えるものであっても、他のプログラムを介し

て電子計算機に指令を与えるものであっても、一定の結果を生じさせるもので

あればプログラムに当たると解釈することが可能である。なお、前記のとおり、

米国著作権法では、コンピュータに間接に指令を与えるものであってもプログ

ラムに当たることが明記されている。 
 本決定のように前者にのみ限定する必要性ははたして存在するのか。 
 日本では、著作権法上、言語著作物とは別のカテゴリーとして分類されてい

るが、もともとプログラムは、文字や記号による言語的表現として、これに創

作性の認められる限り、著作権による保護を与えられるべきであるとの論拠に

基づいて、裁判例上・立法上また国際条約上の保護が認められてきたものであ

る。かかる保護の実質的論拠に鑑みれば、プログラムの定義に直接性の要件を

付加する必要は存在しない。 
 他方、日本法上、言語著作物とは別に「プログラム著作物」のカテゴリーを

立てる必要性は、二条一項七号の二、一〇条三項、一五条、二〇条一項三号、

四七条の二、一一三条二項、一二〇条の二第一号の各規定に認められる。しか

し、これらの規定の適用においてもプログラムの定義に直接性の要件を付加す

る必要は存在しない。これらの規定は、いずれもプログラムがコンピュータに

よって処理され実行されることを予定している。他のプログラムを介さないで

直接コンピュータに指令を与えるもののみに限定して適用することは、かえっ

て立法者の予期しない不合理な結果を生ずる。 
 また、他のプログラムを介して電子計算機に指令を与えるものをプログラム

から排除すると、通常「プログラム」と考えられているものの多くがプログラ

ム著作物から排除されることになる。すなわち、プログラムは、通常、人が読

めるソース・コードで作られ、コンパイラ、アセンブラまたはインタプリタと

いう別のプログラムによって機械の読めるオブジェクト・コードに変換されて

コンピュータによって実行される。したがって、他のプログラムを介して電子

計算機に指令を与えるものをプログラムから排除すると、ソース・コードは、

すべてコンパイラ、アセンブラまたはインタプリタという他のプログラムに読

み込まれて機能するので、「プログラム」ではないことになる。とくにインタ

プリタにおいては、ソース・プログラムは読み取られるべきデータの集合であ

り、インタプリタがこれを読み取りインタプリタ内部の機械語ルーティンを順

次駆動してコンピュータに動作を行わせる。本決定の論旨によれば、コンパイ

ラ型ＢＡＳＩＣで作ったソース・プログラムはプログラムだが、インタプリタ

型ＢＡＳＩＣで作ったソース・プログラムはプログラムではないことになる。

しかし、両者は、その結果コンピュータに対して一定の結果を生じさせる点に

おいても同じであり、文字・記号の言語表現レベルにおいて作成者の個性的表

現を生ずることが可能である点においても同じであって、コンピュータ内部で

の処理手順に違いがあるだけである。【参照：内藤義三「プログラム用データ

ファイルがプログラムに当たらないとされた事例」知的財産権判例研究Ⅱ四二

五頁】 
以上のとおり、プログラムの概念について、他のプログラムを介して電子計

算機に指令を与えるものと、他のプログラムを介さず直接に電子計算機に指令
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を与えるものとを区別することは、有害無益の概念区分である。 
 
４．プログラムの範囲 
 本決定はプログラムの概念に「直接性」の要件を持ち込んだが、その必要性・

妥当性のないことは上述のとおりである。したがって、いわゆるソース・コー

ドは、コンパイラ型言語で作成されていようとインタプリタ型言語で作成され

ていようと、プログラム著作物の概念に当たることに問題はない。 
 また、オブジェクト・コードも直接作成された場合にはプログラム著作物の

概念に当たることに問題はない。（ソース・コードから変換されて作成された

オブジェクト・コードは、ソース・コードの複製物と考えられる。） 
 では、他のプログラムを介して電子計算機に指令を与えるものであっても、

他のプログラムを介さず直接に電子計算機に指令を与えるものであっても、「電

子計算機を機能させて一つの結果を得ることができるようにこれに対する指令

を組み合わせたものとして表現したもの」（著作権法二条一項一〇号の二）で

あればプログラムに当たると解釈する場合、「データ・ファイル」はプログラ

ムに当たると考えられるのか。 
 本決定は、プログラムとデータとを峻別し、ＩＢＦファイルが他のプログラ

ムに読み込まれることをもって「データ・ファイル」であると認定する。しか

し、そこで読み込まれる「データ」には、処理される情報データと処理方法を

指令するコマンド・データがある。しかし、後者の処理方法を指令するコマン

ド・データを含むファイルは、電子計算機を機能させて一つの結果を得ること

ができるようにこれに対する指令を組み合わせたものの表現でありうるから、

創作的表現の余地のないほど単純なものでない限り、プログラムたりうると考

えられる。 
では、データ・ファイルにおけるコマンド・データの配列が処理の手順を特

定しておらず、これを処理することを予定された他のプログラム（以下「メイ

ン・プログラム」という）がこれを規定している場合はどうか。特定のファイ

ル自体がいかなる手順でコマンドを実行すべきかを記述しているかいないかは、

重要ではないのではないかと思われる。データ・ファイル自体がいかなる手順

でコマンドを実行すべきかを記述しているか否かの違いは、プログラム言語な

いしはプロトコルの違いでしかない。メイン・プログラムによって、処理の手

順は特定されるのであって、メイン・プログラムの助けを借りて、当該データ・

ファイルによって表現されている内容は、いかなるコマンドをいかなる手順で

実行すべきか一定のコンピュータによる処理を記述するものといえる。すべて

のプログラムは、多かれ少なかれ互いに他のプログラムの助けを借りてコンピ

ュータを機能させるよう設計される。したがって、データ・ファイル自体がい

かなる手順でコマンドを実行すべきかを記述していないとしても、予定される

メイン・プログラムによって処理の手順が特定されるのであれば、かかるデー

タ・ファイルもプログラムと解釈できると考える。 
 つぎに、コマンド・データを含まず、処理される情報データのみからなるデ

ータ・ファイルは、「プログラム」たりえないか。電子計算機を機能させて一

つの結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとは
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言えないから、かかるデータ・ファイル単独ではプログラムに当たらないこと

は明らかである。しかし、かかるデータ・ファイルは、これを処理することを

予定するメイン・プログラムと一体になって「電子計算機を機能させて一つの

結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたもの」となる。

三国志Ⅲ事件東京高裁平成一一年三月一八日判決（判時一六八四号一一二頁）

も、情報データのみからなる「ＮＢＤＡＴＡ」自体についてはプログラム著作

物に当たるものではないとしながらも、メインプログラムの一部となって動作

するものであるので「ＮＢＤＡＴＡ」の改変もプログラムの改変に当たる場合

があると判示している。 
 
三．プログラムにおける創作性の概念 
 前述のとおり、本件のＩＢＦファイルもコマンド・データを含んでいるので

プログラムに当たると解釈できるものであった。では、創作性を認めることは

できるか。 
 判例・学説によれば、創作性」とは、著作者の個性の表れである。たとえば、

東京地判昭六一年三月三日（判例時報一一八三号一四八頁、判例タイムズ六〇

九号九五頁）は、衆議院議員選挙に関して作成された「当落予想表」の著作物

性が争われた事件について、「『創作性』は、厳密な意味で独創性とは異なり、

著作物の外部的表現形式に著作者の個性が表れていれば十分であると解……す

るのが相当である」という。他方、創作性を否定した裁判例を分析してみると、

次の４つの類型に整理できる。【参照：拙著「著作権法における『創作性』の

概念とマージ理論」ＮＢＬ四五六号二七頁】 
①「単純な模写」 既存の表現を単純にひき写したにとどまる場合 
②「ささいな改変」 既存の表現を改変しているがそれがささいなものにと

どまる場合…地球儀用世界地図事件東京高判昭 46.2.2 判時 643-93 
③「アイデアの不可避的表現」 アイデアや事実（以下「アイデア等」とい

う）の表現として他の表現形式をとりうる余地がない場合…発光ダイオー

ド事件大阪地判昭 54.9.25 判タ 397-152 
④「アイデアの平凡な表現」 アイデア等の表現として平凡な表現形式にと

どまる場合…簿記仕訳盤事件大阪高判昭 38.3.29 下民集 14-3-509、アメリカ

語要語集事件東京地判昭 59.5.14 判時 1116-123 
前述のとおり、原審は、ＩＢＦファイルの創作性を否定した。原審は、ＩＢ

Ｆファイルの表現のうち、①のＩＤ行、②のタイトル行、③のデバイス行、④

および⑥の区切りマーク行、⑤のコマンド行、ならびに⑨の終了マーク行の表

現は、ＭＥＮＵ・ＥＸＥファイル等によって規定されており、選択の余地がな

いと認定した。表現として単純であって、その目的とする機能に対して不可避

ないしは平凡な表現として創作性を認める余地は少ないと思われる。ただ、Ｉ

ＢＦファイルの作成者がＭＥＮＵ・ＥＸＥファイルをも一緒に作成している事

実関係に鑑みるときは、ＭＥＮＵ・ＥＸＥファイルによって規定されているか

ら選択の余地がないとの認定は、安直にすぎると思われる。 
また、原審は、⑦の組み込みメッセージ行の表現は、通常用いられる表現方

法に従って行われ、その選択の幅は極めて狭いので、創作性は認められないと
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認定した。この認定はそのとおりだと思われる。 
さらに、原審は、⑧の組み込み手順行の表現は、選択の余地はあるものの、

ほとんど組み込み対象のアプリケーションプログラム等のファイルの出現順に

従っているから、創作性は認められないと認定した。組み込み手順行において

は、どの手順でどのように処理するかが記述される。なるほど処理の手順はア

プリケーションプログラム等のファイルの出現順に従っていれば、平凡な表現

に当たる。しかし、アプリケーションプログラム等によってどのような処理を

行うかまでは規定されるわけではない。本件ＩＢＦファイルはかなり単純なプ

ログラムであるから、その目的とする機能に対して不可避ないしは平凡な表現

として創作性を認める余地は少ないと思われるが、原審の認定はこの点につい

ての必要な検討を欠くように思われる。 
最後に、このような行配列を組む全体的表現としてみたとき必ずしもその目

的とする機能に対して不可避ないしは平凡な表現とは言えないもののように感

じられる。 
 したがって、ＩＢＦファイルを厳密に検討すれば、創作性を認めうる余地も

あったと思われる。 
 
四．事案の解決 
 本決定は、プログラムの概念を狭く解釈した上で、ＩＢＦファイルがプログ

ラムの著作物に該当しないと認定して、抗告を退けた。 
 しかし、プログラムの概念を狭く解釈するとすればＩＢＦファイルは言語著

作物にカテゴリーに該当することになる。本決定がＩＢＦファイルは言語著作

物にカテゴリーに該当することを前提にして申立の成否を検討しなかったのは、

事件の解決として妥当であったか疑問が残る。とりわけ、本件における訴訟物

は、Ｘらが特定したＩＢＦファイルに対する著作権による保護である。特定さ

れたＩＢＦファイルがどのカテゴリーの著作物に属するかは、法適用の問題で

あり、裁判所は当事者の主張に拘束されないと思われるからである。 
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